
明けましておめでとうございます。

昨年の衆議院議員選挙では自民・公明の与党が過半数割れを起こしました。これによ
り、国会において数の力ではなく、議案に対して充分な議論審議がなされるのではない

かと期待しています。

当事務所も県民の皆様に生じる様々な問題に対応できるようにしたいと考えています。

本年も宜しくお願い申し上げます。

２０２５（令和７）年正月

コスモス法律事務所

弁護士・事務局一同

コスモス法律事務所
●住所
〒860-0081
熊本市中央区京町本丁8番28号
●電話番号
０９６－３５１－８５８５
●ＦＡＸ
０９６－３５１－８５９５

撮 影 矢澤 利典



コンピューターの技術が急激に発達し

て、私たちの生活は大きく変化し、便利

になったことは間違いありません。た

だ、最近になりデジタル化によって、非

常に便利になった一方で、これでいいの

だろうかと考えるようになったことも事

実です。 私たち弁護士も、裁判におい

ては、マイクロソフトのＴｅａｍｓを使

用したウェブ会議による争点整理手続が

行われるようになり、裁判所に実際に出

かける回数が本当に少なくなりました。

また、弁護士会の委員会やその他の会

議においてもＺｏｏｍを利用した会議に

より、ある場所に集合しないで良くな

り、便利になったことは間違いありませ

ん。

しかし、裁判所に出かけなくなり、Ｗ

ｅｂで裁判の進行が行われるようにな

り、私は他の弁護士と顔をあわせる機会

が激減しました。以前は、裁判所や京町

にある弁護士会館で顔をあわせ、世間話

をしたり、裁判で悩んでいることなど一

般論として話をしたものです。その弁護

士との話の中で、裁判のヒントをえたと

いうこともあります。また、Ｗｅｂの会

議はあくまでも１対１の関係の話であ

り、多数の人が意見をたたかわせるよう

な雰囲気にはなりにくいようです。

このような中で、私たち弁護士が、他

の弁護士から切り離された存在になって

しまっているのではないかという危惧感

を持つようになっています。

弁護士に限らず、人は多くの人との関

わりの中で生きて行くのではないかと思

います。他の人と関わり合いを持つこと

で、人は成長していくことができるので

はないかと思うのです。

日本は高齢化社会に突入しています。

年金だけでは暮らしていけず、働きに出

るという方が多数いらっしゃるはずで

す。でも、ものは考えようです。社会に

出て働くということは、職場やその他、

人と関わり合いを必然的にもたざるをえ

なくなります。人との関わり合いがトラ

ブルを生むことがあるかもしれません

が、その一方で生きがいや幸せをもたら

すことがあるかもしれません。私は、考

え方次第で人生は楽になるし、苦しくも

なると思います。トラブルが発生した

ら、その時は弁護士に相談するくらいの

楽な気持ちでいたら良いのではないで

しょうか。最後は弁護士の宣伝というわ

けではないのですが・・・

デジタル機能やネット社会は今後も急

激に発展していくだろうと思います。私

たちはそのような社会の中で、どのよう

にして自分の存在意義や生きがい見つけ

ていくか、真剣に考える時となっている

のだと思います。ただ、私は決してデジ

タル機能やネット社会を否定しているわ

けではありません。念のため。

弁護士 塩 田 直 司

デジタル・ネット社会に対する
漠然とした危惧化



１ 民法の改正

昨年（２０２４年）５月、離婚後の親権者

に関する規律の見直しを含む民法等の一部を

改正する法律（以下「改正民法」といいま

す。）が成立し、公布されました。改正に

至った背景には、父母の離婚が子の養育に深

刻な影響を与えるにも取り決められることが

少なくかかわらず、養育費や親子交流（面会

交流等）について、仮に取り決められても履

行されることが少ないといった現状がありま

した。

２ 改正民法の概要

離婚後の親権者に関する規律が見直され、

協議離婚の際には、父母の協議により父母双

方又は一方を親権者と指定することができる

とされ、「共同親権」の選択が可能となりま

した。もっとも、協議が調わない場合には、

裁判所が「子の利益」の観点から、父母双方

又は一方を親権者と指定しますが、子への虐

待やＤＶのおそれがあるなど、父母双方を親

権者とすることで子の利益を害する場合には

単独親権としなければならないとされていま

す。

また、共同親権となった場合も、「子の利

益のため窮迫の事情があるとき」と「監護及

び教育に関する日常の行為」については、親

権の行使を単独ですることができるとされ、

父母の意見対立を調整するための裁判手続も

新たに設けられました。

テレビや新聞も、改正民法について 「離

婚後の『共同親権』導入」との見出しを付け

て報道するなど、共同親権の導入にはとりわ

け強い関心が集まりました。離婚後も、父母

双方が適切な形で子を養育する責任の果たし

方の一つとして共同親権が選べるようになっ

たのは意義があると思います。ただ、これま

で親権者を父母のどちらにするかについて厳

しく対立するケースを目にしてきたことから

すると、共同親権か単独親権かについても紛

争が生じるであろうことは予想せざるを得ま

せん。その場合、裁判所は、子の利益のため、

父母と子との関係、父と母の関係その他一切

の事情を考慮して共同親権か単独親権かを判

断することになっており、父母の双方を親権

者と定めることにより子の利益を害する（子

への虐待やＤＶのおそれ等）と認められると

きには、単独親権にしなければならないとさ

れています。

もっとも、「子の利益」、「一切の事情」、

「子の利益を害する」といった抽象的な概念

で判断するのはとても難しいことだろうと思

いますし、これを裁判所が判断するとなれば、

今以上に家庭裁判所調査官の役割や、家庭裁

判所自体の役割が増大することは避けられま

せん。家庭裁判所の更なる充実は喫緊の課題

であろうと思います。

さらに、養育費の履行確保に向けた見直し、

親子交流の実現に向けた見直しもされました。

養育費や面会交流について取り決められるこ

とが少なく、仮に取り決められても履行され

ることが少ないといった現状にあることは先

に指摘したとおりですが、父母の協議等によ

る取決めがない場合にも養育費請求を可能に

する法定養育費制度の導入や、親子交流の試

行的実施に関する規律の整備に加え、父母以

外の親族（祖父母等）と子の交流についても

規律を整備するなどの改正もされています。

３ まとめ

改正民法は公布から２年以内（２０２６年

５月まで）に施行予定とされています。なお、

施行前に離婚された元夫婦（父母）も親権者

変更として共同親権が可能となっていますの

で、既に離婚された方も影響がないわけでは

ありません。

弁護士 藤 田 光 代

離婚後の「共同親権」を巡る課題



２年前のコスモスだより（2023年号）で勝

訴の報告をした生活保護廃止取消請求事件で

したが、福岡高裁で逆転敗訴判決を受けまし

た。

事案の詳細や勝訴した熊本地方裁判所の判

決内容は、既述のコスモスだよりで書いてお

りますの、２年前のコスモスだよりをお読み

いただければと思います。

熊本地方裁判所は、行政庁の世帯分離解除

の検討過程ないし結果は著しく合理性を欠

き、裁量権の逸脱濫用を認め、処分を取り消

したのです。

（１）ところが、福岡高裁（久保田浩

史裁判長）は一審判決を覆し、保護廃止処分

を維持する、子どもの自立を無視した驚きの

判決を言い渡しました。

ここでは３つのポイントを述べます

（２）ポイント１ －裁量の範囲外が存在し

ない、無限定な裁量権－

福岡高裁は、世帯分離をするかについての

行政庁に裁量権があることを認めた上で（裁

量があること自体は、原告も争ってはいませ

ん）、その裁量の範囲について、「行政庁に

法１条ないし４条の基本原理や法１０条の趣

旨に反しない範囲での裁量権がある」としま

した。

これは一見、合理性のある規範に思えるか

もしれません。

しかし、この「法１条ないし４条の基本原

理」なぞとても曖昧、抽象的で、何を指すの

かが見えにくくなっています。具体的に考え

れば、この規範の問題点に気づきます。

たとえば、法１条の目的は、最低生活の保

障と、自立の助長です。最低生活の保障を重

視すれば、保護費を削減する方向になります

し、自立の助長を重視すれば、保護費を支出

してでも学校に行かせることになります。こ

のような両極端の概念の「趣旨に反しない範

囲での裁量権がある」ということは、保護費

を削減する方向でも支出する方向でも、どち

らもいくらでも裁量権があるわけです。

つまり福岡高裁は、裁量の範囲外が存在し

ない、無限定な裁量権が処分行政庁にあると

いう規範を示したのです。

これにより、裁量権の逸脱濫用があり得な

くなってしまいました。

（３）ポイント２ －世帯分離した 孫の

収入を合算して、最低生活費を算出－

福岡高裁は、孫の収入を合算した「結果、

孫を含む世帯の収入合計額は、最低生活費を

約６万円上回ることになったのであるから、

孫の就学・資格取得により、自立を一応達成

することができた」としました。

同じ就学中でも、収入が少ない間は世帯分

離して就学者の最低生活すら保障しない一

方、収入が増えると、就学者の自立を考慮す

ることなく、出身世帯との収入を合算すると

いうのです。しかもそこでは「最低生活費」

との比較が用いられ、就学者の学費や、自動

車関連費用（孫は早朝から夜遅くまで、自動

車を利用して学校・仕事に励んでいました）

は考慮されませんでした。

自動車を使えなければ、就学しながら１５万

もの金額を稼ぐのはムリです。

弁護士 髙 木 百 合 香

「負けたままではいられない、日本の未来、
子ども達の未来のために

－福岡高裁での逆転敗訴（福岡高裁令和６年３月２２日判決）－ 」

１．事案の概要

２．福岡高裁判決(令和６年３月２２日)



その点を無視し、就学中で世帯分離されて

いた孫までも（収入が多い間に限り）最低

生活費の枠内に押し込めてしまったわけで

す。

（４）ポイント３ －孫が看護師資格取得

を 目指していたという主観的事情－

しかも福岡高裁は、孫の収入が多少上がっ

て「自立を一応達成することができた」と

認定した後に続いて「なお、孫が看護師の

資格取得を目指していたという主観的事情

は、自立の目的の達成に関する判断を左右

しない」と判示しました。

孫の収入が少ない間は、孫の就学を許す

という処遇方針を取っていたにもかかわら

ず、収入が増えた後はその処遇方針をちゃ

ぶ台返しし、能力とやる気のある子の志望

を“主観的事情”として切り捨てたので

す。

果たして、生活保護世帯の子どもが看護師

になりたいと資格取得を目指すことは“主

観的事情”であって、その子の収入が少な

い間に限り認められるものでしょうか。

一人の子どもの将来を考えるとき、まず

はその子が目的・目標を持つことが第一

で、その目的や目標を各家庭や社会が後押

しする。これにより、子どもの将来が拓け

るのです。その後押しを途中で辞めてし

まったら、子どもの将来は・・・お先真っ

暗です。

本件では、まずは孫が看護師資格取得とい

う自立助長に資する目標を持ち、それを

（消極的に）社会が後押しする世帯分離制

度を活用しているものです。世帯分離は、

すでに福祉事務所も認めている処遇方針で

あって、単なる孫の主観的事情のレベルに

収まっていません。

それを孫の主観的事情として切り捨てた福

岡高裁に、子どもの将来は見えていませ

ん。いや、行政に遠慮して見ないようにし

ているとさえ思えます。

世帯分離解除や保護廃止処分からまもなく

８年になります。原告夫婦も高齢になり早

期解決を希望していたのですが、残念で

す。

原告は、孫のためにこの判決を残しては

いけないという強い思いで上告を決意しま

した。ただ、この判決の影響を受けるのは

本件の孫だけではありません。生活保護世

帯の子ども全員です。

福岡高裁判決が先例的意義を有してしま

うようなことになれば、生活保護世帯の子

どもたちの将来は真っ暗です。ケースワー

カーから「あなたはもう十分稼げる」と判

断されてしまえば、就学の途中でもアルバ

イト代を召し上げられ、卒業さえ保障され

ないということになるのです。

上告審で集めた署名は４万筆（書面、オ

ンライン合わせて）を超えました。ご協力

くださったお一人お一人に感謝致します。

そして、ぜひ最高裁の判断にご注目下さ

い。

３．最高裁における闘い



コスモス法律事務所

●住 所／〒８６０-００８１ 熊本市中央区京町本丁８番２８号

●電話番号／０９６-３５１-８５８５ ●ＦＡＸ番号／ ０９６-３５１-８５９５

●電話受付時間／月曜日～金曜日 午前９時３０分～午後５時（但し，ＦＡＸは２４時間受付）

●備 考／ご相談の際は，必ず電話での予約をお願いします。

●ホームページ https://cosmos-law.com/

事務所の2階に司法書士事務所を開業しました。

はじめまして。司法書士の塩田悠乃（しおたゆの）と申します。令和６年３月にコスモス法律
事務所の２階に司法書士事務所を開業いたしました。
コスモス法律事務所は両親の職場として、子どもの頃はよく出入りしていた場所でした。友人

や弟と一緒に２階の卓球台で遊んだり和室でテレビゲームをした思い出の場所です。親の職場を
なんだと思っているのかと我ながら呆れるものですが、法律事務所に卓球台を置くような親に似
たのでしょう。
高校に進学した頃から徐々に足が遠くなっていましたが、この度、晴れて自分の職場として

戻ってくることになりました。
さて、司法書士である私は、相続、贈与、売買などの不動産登記、会社設立や役員変更などの

商業登記を主な業務としております。「すでに相続人同士で話はついているけれど名義変更のや
り方がわからない」「息子に土地を生前贈与したいけれど何をすればよいのか」といったお悩み
を抱える方々のサポートをしていきたいと考えております。
令和６年４月に相続登記が義務化されたこともあり、私がお役に立てる場面もあるのではない

かと期待しております。ぜひお気軽にお声がけください。どうぞよろしくお願いいたします。

塩田司法書士事務所

住 所 熊本市中央区京町本丁８番２８号 ２階

電話番号 096-300-5186
ＦＡＸ番号 096-354-3644
E-mail     info@office-shiota.com

新入職員紹介

有田百合恵
昨年4月に入職し、もうすぐ1
年が経ちます。もっと即戦力
になれるよう頑張りたいと思
いますので、よろしくお願いい
たします。

百岳文香
久しぶりに法律事務所の仕事
に戻ってきました。

事務所や依頼者のお役に立
てるよう、頑張ります。よろしく
お願いいたします。


